
Ⅲ 平成 19 年度重要対象分野のフォローアップ 

 

政策評価・独立行政法人評価委員会においては、平成 19年度の政策評価の重要対

象分野として、①少子化社会対策（育児休業制度、子育て支援サービス、仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた取組）及び②若年者雇用対策に

ついて審議が行われた。その結果、関係府省（内閣府、文部科学省、厚生労働省、経

済産業省）による評価について、評価結果及び同委員会が認識した課題が取りまとめ

られ、平成 20年 11月 26日、総務大臣に対し答申された。 

今回、これらの政策に関して平成 21年度に行われた関係府省の評価について、答

申において示された課題への対応状況をフォローアップした。 

 
（注） 答申の全文ついては、総務省のホ－ムページ（下記アドレス）を参照 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/081126_1.html 

 

 （フォローアップ結果） 

フォローアップ結果は以下のとおりである。答申において示された課題ごとに、平

成 21年度に行われた関係府省の評価書における記述、当該記述に関して総務省が関

係府省に対して行った照会内容及び確認結果を整理した。 

（今後の対応） 

答申において示された課題に対する関係府省における対応状況については、今後も

引き続き確認を行ってまいりたい。 
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Ⅰ 育児休業制度 

 

１ 女性の育児休業  （１）育児休業制度の普及・定着 

答申にお

ける 

指摘事項 

同省が評価指標としている「育児休業取得率」は、制度創設から一定期間は、

育児休業の普及度を測るために有効な指標であったものの、平成 16 年度から

29 年度までの間に 80％の取得率を達成するとする目標値は、現在既に達成済

みである。今後の政策目標は、継続就業を希望しながら退職を余儀なくされて

いる女性の希望を実現することであり、既に継続就業の希望を実現した女性を

母数として測られる「育児休業取得率」では、その達成度を政策効果として的

確に把握することはできない。継続就業を希望している女性数全体の把握とそ

の充足状況を測る新たな指標の設定が求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書Ⅵ－１－１】 

「継続就業を希望している女性数全体の把握とその充足状況を測る新たな

指標の設定」のため、21世紀成年者縦断調査等の活用を検討する。 

総務省 

からの 

照会事項 

 現在までにどのような検討を行ったのか。 

確認結果 
検討した結果、継続就業ニーズとその充足状況の把握のため、平成 21 年度

21世紀成年者縦断調査の調査項目に「出産後の就業継続意欲」を追加した。 

 

 

１ 女性の育児休業  （２）期間雇用者の育児休業 

答申にお

ける 

指摘事項 

期間雇用者の育児休業取得率は、51.5％となっているが、この取得率には、

期間雇用者のうち、継続就業を希望しながら出産前に退職を余儀なくされた者

は含まれておらず、育児休業給付の受給者数に占める期間雇用者の割合は４％

にとどまっている。この点に関し、期間雇用者が育児休業を取得しやすい環境

にはないことが主たる原因なのか、そもそも期間雇用者の中には継続就業を前

提としない家計補助的な就業を希望している者が多いことが原因なのかなど、

その実態が明らかにされていない。今後、期間雇用者のうちどの程度の者が継

続就業を希望しているのかを把握するとともに、期間雇用者の育児休業の取得

を阻害している要因を検証することが求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書Ⅵ－１－１】 

「期間雇用者のうちどの程度の者が継続就業を希望しているのかを把握」す

るため、21 世紀成年者縦断調査等の活用を検討する。また、期間雇用者の育

児休業取得を阻害している要因について、21 年度に実施を予定している「期

間雇用者が育児休業等を取得しやすい職場づくり事業」により検証を行う。 

総務省 

からの 

照会事項 

 現在までにどのような検討を行ったのか。 

確認結果 検討した結果、継続就業ニーズとその充足状況の把握のため、平成 21 年度
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21 世紀成年者縦断調査の調査項目に「出産後の就業継続意欲」を追加した。

これに従来より調査項目として把握している回答者の雇用形態を合わせるこ

とで、期間雇用者の継続就業ニーズを把握しようと考えているところ。 

 

 

２ 一般事業主行動計画 

答申にお

ける 

指摘事項 

一般事業主行動計画を策定した企業のうち、育児休業取得率の数値目標を達

成するなど一定の基準を満たした「認定企業」の割合は２％にとどまっており、

行動計画の内容と企業の実際の労働条件とが必ずしも合っていない。この点を

踏まえ、新たに企業の労働条件の実績を公表する仕組みを導入する有効性につ

いて検証することが求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書Ⅵ－１－１】 

 平成 20 年 12 月に次世代育成支援対策推進法の改正を行い、21 年４月（中

小企業については 23 年４月）から行動計画の公表を義務づけたところである

ため、法施行後、制度が定着した時期に状況をみた上で、新たに企業の労働条

件（労働時間や育児休業の取得状況を含む）の実績を公表する仕組みを導入す

る有効性について検討する。 

総務省 

からの 

照会事項 

 労働条件の実績を公表する仕組みの導入について検討するとあるが、どのよ

うに検討を行う予定か。 

確認結果 

中小企業への法施行日である平成 23 年４月以降、行動計画の公表が一定程

度進んだ時期に企業全体の労働時間や育児休業の取得状況等のデータも踏ま

えて検討することとなると考えている。「子ども・子育てビジョン」（平成 22

年１月 29 日閣議決定）では、関連施策の進捗状況を定期的に点検・評価する

こととなっているため、この点検・評価過程において、検討することとなると

考えている。 

 認定企業の割合が低いとの答申の指摘については、認定企業数の増加を目指

しており、「子ども・子育てビジョン」において、次世代認定マーク（くるみ

ん）取得企業数を平成 26 年度までに 2,000 社とすることを数値目標としてい

る。 

 

 

３ 事業主への助成金による支援 

答申にお

ける 

指摘事項 

育児休業は、全企業が法律上の義務として従業員に与えなければならないも

のであることから、効果が広範に及び、意欲の低い企業にもインセンティブが

働く政策手段が必要であると考えられる。しかし、助成金という政策手段では、

対象となり得る企業数に対するカバー率が小さく、他の企業への波及効果も見

込めないものとなっている。別途、効果が広範に及び、意欲の低い企業にもイ

ンセンティブが働くような政策手段を検討し、効果の比較検証を行うことが求

－331－



められる。 

その他の政策手段としては、例えば、労働時間や育児休業の取得状況の実績

を公表する仕組みなどが考えられる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書Ⅵ－１－１】 

 次世代育成支援対策推進法の見直しの検討の中であわせて検討する。 

総務省 

からの 

照会事項 

 助成金が支給対象企業に具体的にどのような影響をもたらしたか把握して

検証すべきではないか。また、労働時間や育児休業の取得状況の実績を公表す

る仕組みの導入及びその効果について、どのように検討を行う予定か。 

確認結果 

中小企業への法施行日である平成 23 年４月以降、行動計画の公表が一定程

度進んだ時期に検討することとなると考えている。「子ども・子育てビジョン」

（平成 22年１月 29日閣議決定）では、関連施策の進捗状況を定期的に点検・

評価することとなっているため、この点検・評価過程において、検討すること

となると考えている。 

助成金が支給対象企業に具体的にどのような影響をもたらしたかについて

は、今後効果を把握して検証することを検討したい。 

 

 

４ 男性の育児休業 

答申にお

ける 

指摘事項 

 男性の育児休業取得率が伸びない原因である男女の固定的な役割分担意識

や制度に関する理解不足を解消することは、重要な課題である。今後は、改善

策としてあげられている、配偶者が専業主婦の場合に適用される育児休業取得

除外規定の撤廃等の男性の育児休業の取得促進策について早急に取り組むと

ともに、その効果も含め、男性の育児休業の取得が増えない原因の掘り下げた

分析とそれを踏まえた必要な見直し・改善が求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書Ⅵ－１－１】 

 配偶者が専業主婦の場合に適用される育児休業取得除外規定の撤廃等男性

の育児休業の取得促進策については、労使協定による専業主婦（夫）除外規定

の廃止等を内容とする育児・介護休業法の改正を平成 21 年７月に行ったとこ

ろ。法改正の効果を見極めつつ、男性の育児休業の取得状況とその原因等の分

析を行っていく。 

総務省 

からの 

照会事項 

 「法改正の効果を見極めつつ」とあるが、どのように検討を行っていく予定

か。 

確認結果 

「子ども・子育てビジョン」（平成 22 年１月 29 日閣議決定）の参考指標と

して、男性の育児休業取得率を平成 29年度までに 10％とすることを設定して

いる。「子ども・子育てビジョン」では、関連施策の進捗状況を定期的に点検・

評価することとなっているため、この点検・評価過程で検討することとなると

考えている。 
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Ⅱ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた取組 

 

１ 厚生労働省の政策（労働時間等の設定改善）  ① 

答申にお

ける 

指摘事項 

 同省の評価では、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合が低下しているこ

とは明らかにされたものの、パート労働者を除く労働者の所定外労働時間が６

年連続で上昇していることや過労死等の労災支給決定件数が増加傾向にある

ことについては触れられていない。今後は、複数の指標を用いて、労働時間に

係る課題の全体像をとらえることが求められる。 

また、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を減少させるという目標の達

成に向けて、事業主に対する助成金や推進会議の開催等がどの程度寄与したの

かについての効果把握が求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書Ⅲ－４－１】 

 以下の指標を設定。 

①労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合（前年以

上/毎年） 

②週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合（前年以下/毎年） 

③年次有給休暇取得率（前年以上/毎年） 

 

労働時間等の設定改善の促進を通じた仕事と生活の調和施策については、中

央・地方における社会的気運の醸成施策と、事業主団体を通じた支援から個別

企業の取組に対する助成に至る施策対象に応じた取組とが一体となった総合

的な取組を行っているところであり、個別の助成金や推進会議の開催等の寄与

度については把握が難しいが、これらを通じて施策目標に係る指標はいずれも

達成目標を上回る結果となっている。 

総務省 

からの 

照会事項 

 「過労死等の労災支給決定件数」を指標として設定するべきではないか。ま

た、労働時間に係る課題を把握するため、労働者の属性に応じた労働時間を分

析すべきではないか。 

確認結果 

「過労死等の労災支給決定件数」については、認定基準等の見直しにより、

施策効果とは関係なく支給決定件数が増減することがあり得ることから、労働

時間に係る課題の全体像をとらえる指標としては採用しなかった。また、労働

者の属性等に応じた労働時間に係る情報について、評価書に記載することとし

たい。 

 

 

１ 厚生労働省の政策（労働時間等の設定改善）  ② 

答申にお

ける 

指摘事項 

 同省の評価では、30歳代男性の週労働時間 60時間以上の雇用者の割合が高

止まりしていることへの対策として、助成金の上乗せをあげているが、週労働

時間 60 時間以上の 30歳代男性が約 176万人いることを考えれば、効果が広範

に及び、意欲の低い企業にもインセンティブが働く政策手段が必要であると考

えられる。しかし、助成金という政策手段では、対象となり得る企業数に対す
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るカバー率が小さく、必ずしも他の企業への波及効果を伴うものではない。別

途、効果が広範に及び、意欲の低い企業にもインセンティブが働くような政策

手段を検討し、効果の比較検証を行うことが求められる。 

その他の政策手段としては、例えば、企業の労働時間の実績を公表する仕組

みなどが考えられる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書Ⅲ－４－１】 

 「労働時間等の設定改善援助事業」と「労働時間等設定改善推進助成金」に

ついて、当該事業に取り組んでいる中小企業集団もしくは中小企業団体におい

ては、年次有給休暇の取得率及び所定外労働時間の改善状況をみると、いずれ

も我が国全体の平均値を上回る改善効果が見られるなど、事業主団体の取組促

進から個別企業労使による取組支援に至るまで、施策対象に応じた取組を効果

的・効率的に実施しており、個別目標に係る各指標の目標も達成していること

から、適切に運営されているといえる。また、第 170回臨時国会において、特

に長い時間外労働の割増賃金率の引上げ等を内容とする労働基準法の改正が

行われ、平成 22 年４月１日から施行されることとなり、今後さらに労働時間

等の設定改善が重要な課題となる中で、これらの助成・援助事業が一層効果的

に作用することが期待される。 

 

また、長時間労働の抑制等に向けては、企業別に労働条件の実績を公表する

などの強制措置の方法も指摘されているところであるが、それについては、 

①公表などの強制措置は、一般に、法令違反に係る指導や勧告に従わない場合

における措置として設けられるものであるところ。所定外労働は時季や業務

の繁閑等の影響によるところもあり、労使協定を結び割増賃金を支払う等の

必要な手続きを経る場合には所定外労働をさせることは法的に問題がない

といった理由から、公表などの強制措置は、社会的コンセンサスを得ること

が困難であること、 

②企業の労働時間等の設定改善は、法令遵守を徹底した上で自主的な取組を促

進することにより、社会的気運の醸成を背景として個別企業が労働時間等の

設定改善に取り組める環境の整備をすることが効果的であること、 

③個々の企業の労働時間を公表することで、企業等が事実関係を意図的に隠ぺ

いし、調査等に協力的でなくなり、必要な統計調査における結果の正確性が

確保できなくなり、施策の検討に支障をきたすこと、 

④事実関係を意図的に隠ぺいすることに伴い、さらには適切な労働時間管理を

怠ったり、サービス残業を助長するなどのおそれがあること 

等から、助成金や指導・助言による取組ノウハウの提供など、個々の事業場の

取組度合いに応じた各種メニューを整備しているところである。 

総務省 

からの 

照会事項 

 助成金以外の政策手段を検討し、助成金による効果との比較を行うことが重

要と考えるが貴省の見解は如何。 

確認結果 仕事と生活の調和に係る社会的気運を醸成するための事業については、平成
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21年 11 月に実施された行政刷新会議による事業仕分けの指摘を踏まえ、22年

度予算案への計上を見送ることとした。当該事業仕分けにおける「一方で、ワ

ーク・ライフ・バランスは重要な取組だが、今のままではだめというご意見が

多かった。」というとりまとめコメントや、答申の内容も踏まえつつ、仕事と

生活の調和に係る新たな事業内容を検討してまいりたい。 

 

 

２ 内閣府の政策（少子化社会対策に関する普及・啓発） 

答申にお

ける 

指摘事項 

同府の評価では、同府が実施した世論調査において、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の認知度が全体の１割にも達していないことが明ら

かになっている点には触れられていない。シンポジウム参加者数や参加者の肯

定的な評価割合について、目標数値を達成したとしても、政策の見直し・改善

には結びつかない。今後は、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

についての国民の認知度を基に評価を行うことが求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度内閣府実績評価書：共生社会実現のための施策の推進】 

 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する認知度（「言葉

も内容も知っている人」の割合）は、平成 21年３月時点で 13％となっており、

労働時間の長い人ほど、認知度は高い。また、仕事と生活の在り方についての

希望と現実との間の乖離が多くみられていることから、「仕事と生活の調和」

という言葉は認知していなくとも、その必要性を感じている人は多く、仕事と

生活の調和の実現に向けた取組を進めていく上で、認知度の向上を含め社会的

気運の醸成を図っていくことが求められている。特に勤務先の企業規模が小さ

いほど認知度は低く、中小企業を中心に企業における取組を支援していくこと

が必要である。 

 

 

２ 内閣府の政策（少子化社会対策に関する普及・啓発） 

答申にお

ける 

指摘事項 

同府では、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（平成 19年 12月仕事

と生活の調和推進官民トップ会議決定）に基づく新たな施策については、「仕

事と生活の調和推進・評価部会」及び「仕事と生活の調和関係省庁連携推進会

議」が行う点検・評価において、事後の検証が可能となるよう目標の達成に向

けた取組をあらかじめ明らかにした上で、適切なタイミングで効果の発現状況

を踏まえ評価を行うこととしている。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度内閣府実績評価書：共生社会実現のための施策の推進】 

 仕事と生活の調和実現の進捗状況を把握・評価し、政策への反映を図る手段

として、数値目標及び実現度指標の活用をすることとされているが、「仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート 2009」（平成 21 年８月）

では、数値目標等により仕事と生活の調和の状況を把握した上で、今後に向け

た課題とその課題を踏まえての当面重点的に取り組むべき事項が取りまとめ

られたところである。今後、これらを踏まえながら更なる施策の推進を図って
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いく必要がある。また、政労使の代表等から構成される仕事と生活の調和連携

推進・評価部会及び関係省庁連携推進会議合同会議においては、毎年、仕事と

生活の調和レポートを作成するなど、数値目標等による現状把握、課題の究明、

新たな政策手段の検討、既存の政策手段の見直し、改善等の政策の方向性につ

いて議論を行い、仕事と生活の調和憲章及び仕事と生活の調和推進のための行

動指針に基づき点検・評価を行うこととしている。 

（参考）数値目標設定指標の動向 

  ○ 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及びその「行

動指針」策定時に比べ、14頁目のうち改善した数値目標は 10項目、悪

化したものは１項目、数値を更新できないものは３項目。 

  ○ 現時点で、2012（平成 24）年の中間目標に達している項目は、60～

64 歳の就業率（目標：56～57％/現状：57.2％、2008 年）。2017（平成

29）年の最終目標に達している項目は、女性の育児休業取得率（目標：

80％/現状：89.7％、2007年）。 

  ○ 年次有給休暇取得率（目標：完全取得/現状：47.7％、2007年）や男

性の育児休業取得率（目標：10％/現状：1.56％。2007年）の指標につ

いては、改善のテンポが緩慢で、目標年度での数値目標達成に向けて一

層の努力が必要。 
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Ⅲ 子育て支援サービス 

 

１ 厚生労働省の政策  （１）待機児童の解消  ア 保育所の受入児童数の拡大 

答申にお

ける 

指摘事項 

同省では、顕在化している待機児童の解消から潜在需要に対応した保育サー

ビスの提供に方針転換することとしているが、この際、実施される予定の需要

推計の精確性確保が重要な課題である。需要推計の精度を高めるためには、家

族類型、自己負担額（保育料）、利用条件など保育サービスの需要に影響を及

ぼす要因を十分に考慮した推計方法を用いることが求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書Ⅵ－２－３】 

市町村等が次世代育成支援対策推進法に基づき、後期行動計画を策定するに

当たって、「行動計画策定指針」の参酌標準等を踏まえ、各市町村における家

族類型ごとなどの潜在需要の把握をした上で、保育サービスの拡大を推進する

こととしている。 

総務省 

からの 

照会事項 

 把握した潜在需要を国としてどう活用するのか。 

確認結果 

平成 22 年度からの新しい５年計画として、保育等の子育て支援サービスに

ついて、市町村のニーズ調査結果をもとに、潜在需要を踏まえた目標値を盛り

込んだ子育て支援のための総合的な「子ども・子育てビジョン」（平成 22年１

月 29日閣議決定）を策定。26年度までに、認可保育所等の受入れ児童数につ

いては、241万人、３歳未満児の保育サービス提供割合については、35％を目

指し、潜在需要にも対応した待機児童の解消を図る。 

 

 

１ 厚生労働省の政策  （１）待機児童の解消 

イ 保育サービスの提供手段の多様化（家庭的保育事業、事業所内保育施設） 

答申にお

ける 

指摘事項 

これらの施策を推進することによって、都市部における待機児童の解消に一

定の効果が見込まれるものの、これまで積極的には取り組まれてきておらず、

制度上・運用上克服すべき点のあることが想定される。今後は、こうした点を

検証し、改善を図っていくことが求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書 Ⅵ－２－３】 

家庭的保育事業における利用児童数は、平成 16年度と 19年度とでほぼ同数

であり、大きな変化が見られない。（なお、20年度の交付金ベースの利用児童

数は 491 人で、増加見込みである。） 

このように取組が進んでいない背景としては、 

①制度的な位置づけがなく、事業の周知が不十分であること、 

②安全性や質を確保するための基準がないため、保護者が安心して子供を預け

られないこと、 

③一人で保育を実施する家庭的保育者への支援が不十分であること 

などが指摘されている。 
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 そこで、家庭的保育事業等を更に促進するため、 

①児童福祉法を改正し、当該事業を法律上明確に位置付けること 

②安全性や質を確保するため家庭的保育事業に係る実施基準やガイドライン

を策定すること 

などを行うとともに、従来、保育士または看護師のみとされていた家庭的保育

者の要件については、一定の研修を受けることを前提に有資格者以外に対象者

の範囲を広げたところである。 

 また、家庭的保育事業のさらなる普及を図るため、平成 20 年度予算におい

て、家庭的保育に対する補助単価の引き上げや家庭的保育支援者の配置、家庭

的保育者が加入する賠償責任保険料など家庭的保育者に対する支援体制の充

実を図ったところである。 

 さらに、「安心子ども基金」においては、家庭的保育の実施場所に係る改修

費の補助及び家庭的保育者の研修を実施するための費用の補助等を行ってい

るところである。 

総務省 

からの 

照会事項 

 把握した潜在需要を国としてどう活用するのか。また、事業所内保育施設に

ついて言及されていないが、どのような分析を行ったのか。 

確認結果 

平成 22 年度からの新しい５年計画として、保育等の子育て支援サービスに

ついて、市町村のニーズ調査結果をもとに、潜在需要を踏まえた目標値を盛り

込んだ子育て支援のための総合的な「子ども・子育てビジョン」（平成 22年１

月 29 日閣議決定）を策定。26 年度までに、家庭的保育については、1.9 万人

の受入れ児童数を目指し、潜在需要にも対応した待機児童の解消を図る。 

事業所内保育施設に対する助成金は、助成期間が短い、利用者が限定される

等の問題点があったため、答申後の平成 21 年度予算において、運営費の助成

金支給期間の延長（５年から 10 年に延長）や地域開放を可能とする要件の緩

和等の制度の充実を行った。助成金支給件数、支給額も伸びているところであ

る。予算額は、22 年予算案では 39億円となっている。なお、20年３月時点の

事業所内保育施設数及び入所児童数は、全国で 3,617箇所（51,208人）。 

 

 

１ 厚生労働省の政策  （２）多様な保育ニーズへの対応 

（一時・特定保育、延長保育、病児・病後児保育） 

答申にお

ける 

指摘事項 

 各保育サービスの整備実績を示すにとどまり、その利用状況や未実施地域を

含めた潜在的な保育ニーズに対するサービスの充足状況が明らかとなってい

ない。今後は、これらを的確に把握し、過不足のないサービス提供が行われて

いるかどうかを明らかにすることが求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書 Ⅵ－２－３】 

市町村等が次世代育成支援対策推進法に基づき、後期行動計画を策定するに

当たって、「行動計画策定指針」などを踏まえ、各市町村における各事業の需

要（潜在的なものも含む。）を把握した上で各事業を推進することとしている。 
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総務省 

からの 

照会事項 

 把握した潜在需要を国としてどう活用するのか。 

確認結果 

 平成 22 年度からの新しい５年計画として、保育等の子育て支援サービスに

ついて、市町村のニーズ調査結果をもとに、潜在需要を踏まえた目標値を盛り

込んだ子育て支援のための総合的な「子ども・子育てビジョン」（平成 22年１

月 29 日閣議決定）を策定。26 年度までに、一時預かりについては延べ 3,952

万人、延長保育等については 96 万人、病児・病後児保育については延べ 200

万人の受入れ児童数を目指し、潜在需要にも対応した待機児童の解消を図る。 

 

 

２ 文部科学省の政策 

答申にお

ける 

指摘事項 

 同省の評価で取り上げられているアンケート調査結果では、預かり保育のニ

ーズが高く、実施率も 71％となっている。しかしながら、公私別の状況をみ

ると公立幼稚園における実施率は 46％であり、これについての原因分析はな

されておらず、また、公立幼稚園における預かり保育の潜在的保育ニーズが高

い可能性も考えられる。 

このため、今後、同施策の推進に当たっては、公立幼稚園などにおける未実

施の理由及び潜在的な保育ニーズに対するサービスの充足状況の把握・検証を

行うことが求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度文部科学省実績評価書 ２－10】 

幼稚園における子育て支援は、地域の実情に応じて行うものであるが、多様

化する保護者ニーズに対応するため、平成 20 年３月に「幼稚園における子育

て支援活動及び預かり保育の事例集」を作成した。引き続き子育て支援事業を

推進していくために、本事例集の周知徹底に努めるとともに、私学助成等によ

る財政支援の充実を図ることが必要。 

総務省 

からの 

照会事項 

 公立幼稚園などにおける預かり保育の未実施の理由を分析することが重要

と考えるが、貴省の見解は如何。また、潜在的な保育サービスに対する充足状

況の把握・検証を行うことに対する貴省の見解は如何。 

確認結果 

公立幼稚園などにおける未実施の理由としては、預かり保育のニーズが地域

によって偏在していることなどが考えられる。平成 22 年度に実施する「幼児

教育実態調査」において、未実施の理由を調査する予定である。また、潜在的

な預かり保育に対するニーズについては、次世代育成支援対策推進法におい

て、同法に基づき各市町村行動計画を策定するため、各市町村において、公立・

私立を問わずニーズ調査を行い、定量的な目標値を定めることとされている。 
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３ 厚生労働省、文部科学省が連携して行っている政策  （１）認定こども園 

答申にお

ける 

指摘事項 

認定こども園は、教育と保育を一体的に提供するサービスとして期待が大き

い一方で、その設置数がなかなか増えていない。 

今後、「こども交付金」による地方自治体への財政支援や両省の評価におい

て指摘された運用改善策の有効性の検証を通じて、設置数が増えない原因の掘

り下げた分析とそれを踏まえた見直し・改善が求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書 Ⅵ－２－３】 

 認定こども園の認定件数は、平成 19 年４月現在で 94 件、20 年４月現在で

229件であり、その認定件数は着実に増えつつあるが、制度開始当時において

申請申込件数が約 2,000件あったことを一つの目安とすると、予想された件数

よりは少ない。 

認定件数が申請申込件数よりも大幅に下回っていることについて、平成 20

年３月に行った調査によれば、都道府県や市町村から、「財政支援が十分でな

い」、「会計事務処理の簡素化」などが課題としてあげられたところである。 

 このため、平成 20 年７月に文部科学省、厚生労働省の局長級の研究会を立

ち上げ、「認定子供園の普及促進について」として、「会計処理の改善」や「制

度の普及啓発」、「申請手続きの簡素化」等に関する運用改善方策を取りまとめ

たところである。 

 また、内閣府特命担当大臣（少子化対策）、文部科学大臣及び厚生労働大臣

の三大臣合意で立ち上げた「認定こども園制度の在り方に関する研究会」で本

年３月に取りまとめられた報告書において、認定こども園の推進に向けて、財

政支援の充実、二重行政の解消などが指摘をされたところである。 

 そこで、今後のさらなる普及促進に向け、認定手続き等における問題点や改

善例、認定手続き等に関するＱ＆Ａ、各都道府県における手続きなどを取りま

とめた「認定こども園認定手続き等に関する事務マニュアル」を作成し、各都

道府県に配布するなど、認定申請の手続きの簡素化を図ったところである。 

また、会計処理簡素化等の課題については、上記報告書に盛り込まれた「工

程表」に基づき改善を図っていく。 

さらに、認定こども園に係る財政支援については、「安心こども基金」等に

より「幼稚園型の保育所機能部分」、「保育所型の幼稚園部分」、「地方裁量型」

への新たな財政措置を行うこととしたところである。 

 なお、今後、これらの「安心こども基金」等による施策の有効性の検証を行

うなどにより、必要に応じて施策を改善しつつ、認定こども園のさらなる推進

に努めていく必要がある。 

 

【平成 21年度文部科学省実績評価書 ２－10】 

認定こども園制度の普及・促進策としては、内閣府特命担当大臣（少子化対

策担当）、文部科学大臣、厚生労働大臣３大臣合意による認定こども園制度の

在り方に関する検討会」において、認定こども園制度の具体的な改善方策につ

いての報告書「今後の認定こども園制度の在り方について」をとりまとめ、会
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計処理簡素化、事務手続改善等の課題について、報告書に盛り込まれた「工程

表」に基づき改善を図っていく。また、幼稚園・保育園の枠組みを超えた認定

こども園への新たな財政措置も合わせて、認定こども園制度が一層積極的に活

用されるよう引き続き取り組む。また、認定こども園の設置促進及び運営に関

する支援を強化するため、平成 21 年度に認定こども園運営係長を１名定員要

求した。 

 

 

３ 厚生労働省、文部科学省が連携して行っている政策  （２）放課後子どもプラン 

答申にお

ける 

指摘事項 

「放課後子どもプラン」においては、放課後児童クラブと放課後子ども教室

両施策の一体的運用・連携により全小学校区での実施が目指されている。 

しかしながら、放課後児童クラブについては、例えば共働き家庭へのサービ

スについてみた場合、①保育所から放課後児童クラブへの移行時において、ま

た、②放課後児童クラブのサービス対象がおおむね 10 歳未満となっている

（注）ことから、小学校４年生になった以降において、継続就業を希望する保

護者のニーズがあるものの、サービスを受けることが困難となっている可能性

がある。 

また、厚生労働省では設置実績を示すにとどまっている。 

今後、厚生労働省は、継続就業を希望する保護者のニーズを把握するととも

に、両省は、両施策のサービス供給量及びその内容がこれに的確に対応してい

るかどうかを連携して検証することが求められる。 

（注）ただし、小学校４年生以上の児童については、「放課後児童クラブガイ

ドライン」（平成 19年 10月 19日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

において、保護者の就労状況等により各自治体の判断で放課後児童クラブの

対象児童として加えることができることを定めている。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書 Ⅵ－２－２】 

保護者のニーズ把握、供給量・内容がニーズに的確に対応しているかなど、

平成 19 年度重要対象分野で指摘のあった課題については、各市町村において

今年度中に次世代育成支援対策推進法に基づく後期行動計画を策定すること

となっており、当該行動計画の策定に際しては、女性の就業率の高まり等によ

る潜在需要を把握するニーズ調査を実施することになっている。 

総務省 

からの 

照会事項 

 把握した潜在需要を国としてどう活用するのか。 

確認結果 

平成 22 年度からの新しい５年計画として、保育等の子育て支援サービスに

ついて、市町村のニーズ調査結果をもとに、潜在需要を踏まえた目標値を盛り

込んだ子育て支援のための総合的な「子ども・子育てビジョン」（平成 22年１

月 29日閣議決定）を策定。26年度までに、放課後児童クラブの小学４年生以

上を含めた受入れ児童数については 111万人、また、小学１～３年生に対する
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サービス提供割合については 32％を目指し、潜在需要に対応したクラブを利

用できなかった児童の解消を図る。 
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Ⅳ 若年者雇用対策 

 

１ 厚生労働省の政策  （１）フリーター支援  ア フリーター支援策の効果 

答申にお

ける 

指摘事項 

年長化に伴いフリーターの常用雇用化がより困難となる中で、より多くのフ

リーター及び 30 歳代後半の不安定就労者に支援を提供していくこと、また、

就職後の職場への定着を図る効果の高い支援策を見極めることが課題となっ

ている。この課題を解決していくため、①フリーター支援策の認知度及びサー

ビスの充足状況を把握すること、②支援サービスを提供した若年者の属性（性

別、年齢、学歴等）や支援後の定着状況等の把握が求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書 Ⅳ－３－１】 

 より多くのフリーター及び 30 代後半の不安定就労者への支援の提供及び就

職後の職場への定着を図る効果の高い支援策については、平成 20 年度補正及

び 21 年度予算により、就職氷河期に正社員になれなかった年長フリーター及

び 30 代後半の不安定就労者を重点に、職業相談、職業紹介から職場定着に至

るまでの一貫した支援等を実施するとともに、30 代後半の不安定就労者まで

拡大したトライアル雇用制度、年長フリーター及び 30 代後半の不安定就労者

を積極的に正規雇用する事業主に対する奨励金（新設）を活用し、安定した就

職につなげることとしているところであり、これら支援策の実施状況を把握す

る中で可能な範囲で支援サービスを提供した若年者の属性や支援後の定着状

況等を把握する予定である。 

また、フリーター支援策の認知度及びサービスの充足状況、低学歴層や女性

のフリーターに対する支援の検証については、現在、既存調査の分析等を含め、

把握手法や検証方法について、有識者と意見交換しつつ検討を進めているとこ

ろであり、今後、可能な範囲で把握に努めることとしている。 

総務省 

からの 

照会事項 

 現在までにどのような検討を行ったのか。 

確認結果 

支援サービスを提供した若年者の属性や定着状況については、可能なものに

ついて把握を進めるとともに、サービスの充足状況や効果的な支援策の検証に

ついては、独立行政法人労働政策研修・研究機構における既存調査を活用した

フリーターの分析等を踏まえ、前述したサービス対象者の属性把握も含めて分

析を進めることとしている（平成 22年度中目途）。 

 

 

１ 厚生労働省の政策  （１）フリーター支援 

イ 低学歴層及び女性のフリーターに対する支援 

答申にお

ける 

指摘事項 

フリーターへの固定化が懸念される低学歴層や求職活動に必ずしも積極的

でない者の割合が高い女性について、現在、この両者に特化した施策は実施さ

れていないことから、どのような施策が効果的であるのかを明らかにするため

の検証が求められる。 
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評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書 Ⅳ－３－１】 

フリーター支援策の認知度及びサービスの充足状況、低学歴層や女性のフリ

ーターに対する支援の検証については、現在、既存調査の分析等を含め、把握

手法や検証方法について、有識者と意見交換しつつ検討を進めているところで

あり、今後、可能な範囲で把握に努めることとしている。 

総務省 

からの 

照会事項 

 現在までにどのような検討を行ったのか。 

確認結果 

支援サービスを提供した若年者の属性や定着状況については、可能なものに

ついて把握を進めるとともに、サービスの充足状況や効果的な支援策の検証に

ついては、独立行政法人労働政策研修・研究機構における既存調査を活用した

フリーターの分析等を踏まえ、前述したサービス対象者の属性把握も含めて分

析を進めることとしている（平成 22年度中目途）。 

 

 

１ 厚生労働省の政策  （２）ニート支援 

答申にお

ける 

指摘事項 

年長化に伴いニートの自立化がより困難となる中で、より多くのニートや

30 歳代後半の無業者を支援することが課題となっている。このため、既存の

統計調査への調査項目の追加やサンプル調査の実施により、ニート支援策の認

知度及びサービスの利用状況等の把握が求められる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度厚生労働省実績評価書 Ⅴ－２－１】 

地域若者サポートステーション事業や若者自立塾事業における利用状況等

の把握を引き続き実施していく。 

総務省 

からの 

照会事項 

 既存の統計調査への調査項目の追加やサンプル調査を行うことが重要と考

えるが貴省の見解は如何。 

確認結果 

平成 22年度に内閣府において、「困難を抱える子ども・若者に関する調査研

究」として、①前年度の高等学校中途退学者、②地域若者サポートステーショ

ン等の利用者を対象とした実態調査を実施する予定となっている。①の調査項

目に「ニート支援策の認知度」、②の調査項目に「サービスの利用状況」をそ

れぞれ盛り込むことについて、内閣府と協議中である。 
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２ 文部科学省の政策 

答申にお

ける 

指摘事項 

キャリア教育の効果について、提供プログラムの満足度等が把握されている

ものの、さらにこれを進め、参加生徒・学生に及ぼす学力の向上、就業への結

びつきといった効果の把握が求められる。 

また、一部の学校を指定して行うモデル事業について、同省の評価は、指定

校のみの事業実施前後の比較や、指定校と事業未実施校との事業実施時点のみ

の比較にとどまっているなど必ずしも十分でない。今後は、このような対象を

限定して実施される事業の場合、事業未実施校の中から比較対照するものをあ

らかじめ定め、事業の実施前後で比較・検証を行うことが求められる。 

さらに、効果が現れるのに長期間を要する教育の場合、その効果を把握する

ために、長期定点観測型の調査（パネル調査）の実施を検討することも有意義

と考えられる。 

評価書に 

おける記

述の概要 

【平成 21年度文部科学省実績評価書 ４－１】 

平成 19 年度重要対象分野の評価結果において示された課題への対応は、次

のとおりである。 

①キャリア教育について参加生徒・学生に及ぼす効果の把握を検討している

か。 

→キャリア教育のモデル事業実施校に対しては、教育等への影響、目的に対

する成果を把握している。 

②キャリア教育に関連するモデル事業の未実施校においても、事業機関の前後

で比較・検証が行われているか。 

→現在、全国国公私立大学のキャリア教育の実施状況及び取組内容に関する

調査を行っており、引き続き本調査を行う予定であることから、モデル事

業の未実施校におけるキャリア教育の実施状況及び取組内容を把握し、比

較することとしている。 

③長期定点観測型の調査（パネル調査）の実施が検討されているか。 

→現在、全国国公私立大学のキャリア教育の実施状況及び取組内容に関する

調査を行っており、引き続き本調査を行う予定であることから、モデル事

業の未実施校におけるキャリア教育の実施状況及び取組内容を把握し、比

較することとしている。 

総務省 

からの 

照会事項 

 文部科学省として、キャリア教育の実施による成果を具体的にどのように把

握しており、その成果をどのように活用していくと考えるのか。また、「学力

の向上、就業への結びつきといった効果」の把握を行うことが重要と考えるが、

貴省の見解は如何。 

確認結果 

○ キャリア教育の実施による成果の把握について 

「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」及び「産学連携による実践型人

材育成事業」においては、事業実施後に、「目的に対する成果や評価」、「波

及効果」などを盛り込んだ成果報告書の提出を求めている。また、キャリア

教育関連の取組状況について、「キャリア教育の実施状況及び取組内容に関
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する調査」、「産学連携教育の実施状況調査」、「インターンシップの実施状況

調査」を毎年度実施しており、これらの調査において、事業の開始前後で各

種の取組の実施状況を比較すると実施率が伸びている。 

○ キャリア教育の実施による成果の活用について 

個性・特色を踏まえたプログラムの開発が行われている大学の取組を、グ

ッド・プラクティスとして広く社会に情報提供することが重要であり、全国

規模のフォーラムや各大学等におけるシンポジウムの開催、事例集の配布な

どでその対応を行っている。 

○ 学力の向上、就業への結びつきといった効果の把握について 

「産学連携による実践型人材育成事業」については、取組終了後の有識者

による最終評価において、開発されたプログラムの教育効果等を検討する予

定である。 

また、就業への結びつきや実践的な能力の向上が図られる測定項目とし

て、「インターンシップを取り入れた授業科目の開設」、「今後の将来設計、

大学生活の在り方、勤労観・職業観の育成を目的とした授業科目の開設」、

「資格取得・就職対策等を目的とした正課の授業科目の開設」、「資格取得・

就職対策等を目的とした対策講座（単位認定を行っていないもの）の開設」、

「企業関係者、ＯＢ、ＯＧなどの講演等の実施」及び「産学連携教育の実施」

の実施状況を長期間把握することとしている。 

 

 

３ 経済産業省の政策 

答申にお

ける 

指摘事項 

国の支援が終了した平成 19 年度におけるジョブカフェの利用者数及び就職

者数については、両者ともおおむね対前年 10％程度の減少となっている。し

かし、中には就職者数の減少が約 30％にも上っている地域もみられ、同省の

評価では、国の支援の終了の影響が検証されていないことから、その検証とこ

れらの地域への国の支援が必要かどうかの検討が求められる（就職者数が対前

年度おおむね 20％減少している地域：群馬県 531 人減△34％、石川県 537 人

減△25％、茨城県 694人減△22％、北海道 1,477人減△20％、岐阜県 885人減

△19％、福岡県 1,978人減△19％、新潟県 759人減△19％）。 

 （注）平成 22 年３月 16 日に評価書が作成され、17 日に送付を受けたため、今後確認を

行う予定。 
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